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平成２１年第３回玉名市議会臨時会議事及び会期日程表

５月２９日（金曜日）

開 会 宣 告 午前１０時

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 市長あいさつ

日程第４ 議案上程（議第４０号から議第４５号）

議第４０号 専決処分事項の承認について 専決第２号

平成２０年度玉名市一般会計補正予算（第８号）

議第４１号 専決処分事項の承認について 専決第３号

玉名市税条例等の一部を改正する条例の制定について

議第４２号 専決処分事項の承認について 専決第４号

玉名市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について

議第４３号 専決処分事項の承認について 専決第５号

玉名市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について

議第４４号 玉名市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議第４５号 玉名市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて

日程第５ 提案理由の説明

日程第６ 議案の委員会付託

（休憩中委員会）

日程第７ 委員長報告

１ 総務委員長報告

２ 産業経済委員長報告

日程第８ 質疑・討論・採決

日程第９ 議員提出議案上程（議員提出第３号）

議員提出第３号 玉名市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について

日程第１０ 質疑・討論・採決

日程第１１ 追加議案上程（議第４６号）

議第４６号 玉名市長等の給与の特例に関する条例の制定について

日程第１２ 提案理由の説明
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日程第１３ 質疑・討論・採決

閉 会 宣 告



 － 5 －

平成２１年第３回玉名市議会臨時会会議録（第１号） 

 議事日程（第１号） 

平成２１年５月２９日（金曜日）午前１０時開会 

日程第１  会議録署名議員の指名  

日程第２  会期の決定 

日程第３  市長あいさつ 

日程第４  議案上程（議第４０号から議第４５号） 

日程第５  提案理由の説明 

日程第６  議案の委員会付託 

（休憩中委員会） 

日程第７  委員長報告 

      １ 総務委員長報告 

      ２ 産業経済委員長報告 

日程第８  質疑・討論・採決 

日程第９  議員提出議案上程（議員提出第３号） 

日程第１０ 質疑・討論・採決 

        閉 会 宣 告 

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ 

 本日の会議に付した事件 

日程第１  会議録署名議員の指名 

日程第２  会期の決定 

日程第３  市長あいさつ 

日程第４  議案上程（議第４０号から議第４５号） 

議第４０号 専決処分事項の承認について 専決第２号 

平成２０年度玉名市一般会計補正予算（第８号） 

議第４１号 専決処分事項の承認について 専決第３号 

玉名市税条例等の一部を改正する条例の制定について 

議第４２号 専決処分事項の承認について 専決第４号 

玉名市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について 

議第４３号 専決処分事項の承認について 専決第５号 

玉名市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

議第４４号 玉名市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

議第４５号 玉名市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 
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日程第５  提案理由の説明 

日程第６  議案の委員会付託 

（休憩中委員会） 

日程第７  委員長報告 

      １ 総務委員長報告 

      ２ 産業経済委員長報告 

日程第８  質疑・討論・採決 

日程第９  議員提出議案上程（議員提出第３号） 

議員提出第３号 玉名市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

日程第１０ 質疑・討論・採決 

日程第１１ 追加議案上程（議第４６号） 

議第４６号 玉名市長等の給与の特例に関する条例の制定について 

日程第１２ 提案理由の説明 

日程第１３ 質疑・討論・採決 

        閉 会 宣 告 

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ 

出席議員（３０名） 

 １番  萩 原 雄 治 君  ２番 中 尾 嘉 男 君 

 ３番  宮 田 知 美 君  ４番 北 本 節 代 さん

 ５番  横 手 良 弘 君  ６番 前 田 正 治 君 

 ７番  近 松 恵美子 さん  ８番 作 本 幸 男 君 

 ９番  福 嶋 譲 治 君  １０番 竹 下 幸 治 君 

 １１番  青 木   壽  君  １２番 森 川 和 博 君 

 １３番  内 田 靖 信 君  １４番 髙 村 四 郎 君 

 １５番  大 﨑   勇 君  １６番 松 本 重 美 君 

 １７番  江 田 計 司 君  １８番 多田隈 保 宏 君 

 １９番  永 野 忠 弘 君  ２０番 林 野   彰 君 

 ２１番  髙 木 重 之 君  ２２番 本 山 重 信 君 

 ２３番  吉 田 喜 德 君  ２４番 田 島 八 起 君 

 ２５番  田 畑 久 吉 君  ２６番 小屋野 幸 隆 君 

 ２７番  堀 本   泉 君  ２８番 松 田 憲 明 君 

 ２９番  杉 村 勝 吉 君  ３０番 中 川 潤 一 君 
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‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ 

欠席議員（なし） 

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ 

事務局職員出席者 

事 務 局 長  田 中   等 君  事 務 局 次 長  廣 田 清 二 君

次 長 補 佐    今 上 力 野 さん  書    記 小 畠 栄 作 君

書 記  松 尾 和 俊 君    

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ 

説明のため出席した者 

市    長  島 津 勇 典 君  副 市 長  髙 本 信 治 君

総 務 部 長  元 田 充 洋 君  

企 画 政 策 部 長 兼
玉 名 総 合 支 所 長 兼
玉名地域自治区事務所長

 牧 野 吉 秀 君

市民環境部長  黒 田 誠 一 君  福 祉 部 長  井 上   了 君

産業経済部長  出 口 博 則 君  建 設 部 長  望 月 一 晴 君

会 計 管 理 者  徳 井 秀 憲 君  
岱明総合支所長兼
岱明地域自治区事務所長  植 原   宏 君

横島総合支所長兼 
横島地域自治区事務所長  吉 村 孝 行 君  

天水総合支所長兼
天水地域自治区事務所長

 

 
池 田 健 助 君

教 育 委 員 長  内 田   實 君  教 育 長  菊 川 茂 男  君

教 育 次 長  前 田 敏 朗 君  監 査 委 員  髙 村 捷 秋  君
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午前１０時０３分 開会 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

○議長（小屋野幸隆君） おはようございます。ただいまから平成２１年第３回玉名市

議会臨時会を開催いたします。 

 これより、本日の会議を開きます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（小屋野幸隆君） 会議録署名議員を指名いたします。 

 ８番議員 作本幸男君、９番議員 福嶋譲治君、以上の両君にお願いいたします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第２ 会期の決定 

○議長（小屋野幸隆君） 次に、会期についてお諮りいたします。このたびの会期につ

いては、５月２２日の議会運営委員会の結論に基づき、本日１日間にいたしたいと思い

ます。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 御異議なしと認めます。よって、会期は本日１日間に決定い

たしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第３ 市長あいさつ 

○議長（小屋野幸隆君） 市長より発言の申し出があっておりますのでこれを許可いた

します。 

 市長 島津勇典君。 

［市長 島津勇典君 登壇］ 

○市長（島津勇典君） おはようございます。 

 本日は平成２１年第３回玉名市議会臨時会を招集いたしましたところ、議員の皆様に

は、そろって御出席をいただき、審議を進めていただきますことに対し、感謝を申し上

げます。 

まず冒頭に度重なる不祥事で、行政への信頼を著しく損ねましたことは誠に遺憾で

あり、議員各位を初め市民の皆様方に心からおわび申し上げます。厳しい反省のもとに

市民の信頼回復に向け、さらに職員１人１人綱紀粛正に厳粛に取り組んでまいりますの

で、議員各位のさらなる御指導をお願い申し上げます。 

さて、桜、藤と春を告げた玉名の花暦もいよいよ初夏、花しょうぶの季節を迎えま

した。多くの方々に目で親しんでいただければと願っております。それとともに海のシ

ーズンへと向かうところでございますが、玉名市沿岸にアナアオサが異常繁茂し、非常
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に憂慮しているところであります。漁業関係者の御苦労はもとより、県の水産研究セン

ターによる調査分析や今後予想される被害対策等に対し、水産連絡会議等を開催し、漁

協、県、市が真剣に対応策を協議しているところではありますが、４月末の時点でアオ

サの繁茂面積は２８１ヘクタール、繁茂量４,４６７トンと推計される膨大な量に困惑

をしております。いずれにしてもこの豊穣の有明の海を死滅させるわけにはなりませ

ん。各漁協の対策を踏まえ、でき得る限り支援できるよう来月３日の全国市長会での上

京に際しても提言書を携え、県はもとより国にも強く訴えながら市としても最善の努力

をいたす所存でございます。 

本議会には人事院臨時勧告を踏まえた国家公務員給与法の改正に準じて６月に支給

する期末手当に関する特例措置を講ずるための条例案２件の提案と専決処分４件の報告

をさせていただきます。なお、私と副市長の給与の減額についての条例案も追加上程さ

せていただく予定であります。詳しくは副市長、総務部長からの提案理由の説明の中で

申し上げますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げまして、第３回玉

名市議会開会に当たってのあいさつとさせていただきます。お世話さまになります。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第４ 議案上程（議第４０号から議第４５号） 

○議長（小屋野幸隆君） これより議案を上程いたします。 

 議第４０号専決処分事項の承認について、専決第２号平成２０年度玉名市一般会計補

正予算（第８号）、議第４１号専決処分事項の承認について、専決第３号玉名市税条例

等の一部を改正する条例の制定について、議第４２号専決処分事項の承認について、専

決第４号玉名市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について、議第４３号専決

処分事項の承認について、専決第５号玉名市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

の制定について、議第４４号玉名市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

定について、議第４５号玉名市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

の制定についての議案６件を議題といたします。 

 お手元に配付しております議案の朗読はこれを省略いたします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第５ 提案理由の説明 

○議長（小屋野幸隆君） ただいまの各議案について提案理由の説明を求めます。 

 総務部長 元田充洋君。 

［総務部長 元田充洋君 登壇］ 

○総務部長（元田充洋君） おはようございます。補正予算案件につきまして提案理由

の御説明を申し上げます。お手元に配付いたしております資料を御覧いただきたいと思

います。 
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議第４０号専決処分事項の承認について、専決第２号平成２０年度玉名市一般会計

補正予算（第８号）につきましてでございます。これは地方自治法の規定によりまし

て、専決処分を行ないましたので、同法の規定により議会の承認を求めるものでござい

ます。主な内容につきましては、地方譲与税、利子割交付金等各種交付金及び市債の額

の決定並びに法人市民税の減収見込などによりまして、補正をいたしたものでございま

す。第１表歳入歳出予算補正につきましては、歳入歳出総額の変更は行なわず、歳入科

目内で調整を行なったところでございます。１款市税につきましては５,０００万円の

減額、２款地方譲与税は３５９万４,０００円の減額、３款利子割交付金は７９６万１,

０００円の減額、４款配当割交付金は７８０万１,０００円の減額、５款株式等譲渡所

得割交付金は８７２万７,０００円の減額、６款地方消費税交付金は３,２４０万６,０

００円の減額、７款ゴルフ場利用税交付金は１０５万５,０００円の減額、１９款繰越

金は６,４４５万８,０００円の減額で、合計１億７,６００万２,０００円の減額でござ

います。なお２１款市債は、事業の実績により借入額が決定したことによりまして、合

計で２,４５０万円を増額したものでございます。なお１０款地方交付税につきまして

は、市債とその他の交付金等の調整を行なうため、１億５,１５０万２,０００円の増額

を行なったものでございます。次に第２表繰越明許費につきましては、中心市街地活性

化事業として４,８００万円の追加を行なったものでございます。次に第３表地方債補

正につきましては、各事業によりそれぞれ変更を行なったものでございますが、内訳と

しまして九州新幹線鉄道建設負担金ほか、農林水産関連、土木関連、教育関連の１５件

となっているところでございます。 

以上、主な内容について御説明申し上げましたが、詳細につきましては、所管の各

委員会において御説明いたしますので、御審議の上、原案どおり御承認賜りますように

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（小屋野幸隆君） 副市長 髙本信治君。 

［副市長 髙本信治君 登壇］ 

○副市長（髙本信治君） おはようございます。私の方からは条例案件につきまして提

案理由の御説明を申し上げます。 

議案の２ページをお願いいたします。議第４１号は専決処分事項の承認についてで

ございます。これは昨年度末に地方税法の一部改正が行なわれ、これに伴い国の準則に

基づき、専決処分により玉名市税条例の一部改正を行ないましたので、地方自治法の規

定により議会に報告し、承認を求めるものでございます。改正の主な内容でございます

が、平成２１年分以後の所得税におきまして、住宅借入金等特別税額控除の適用がある

者のうち、当概年分の所得税において控除しきれなかった残額があるものにつきまし

て、翌年度の個人市民税の所得割額から最高５万８,５００円までを控除するものでご
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ざいます。なお、この措置に伴う減収分は全額国費で補てんされることとなっておりま

す。この改正規定は平成２１年４月１日から施行し、平成２２年度以後の年度分の個人

市民税について適用するものでございます。また平成２１年度は３年に一度の固定資産

価格の評価替えの年に当たり、固定資産税の負担調整措置として現行制度の基本的な仕

組みを平成２１年度から平成２３年度まで継続するものでございます。 

次に、１１ページ、１２ページお願いいたします。１１ページ、議第４２号でござ

いますが、これも前号と同じく地方税法の一部改正に伴い、玉名市都市計画税条例につ

いて専決処分により一部改正を行ないましたので、地方自治法の規定により議会に報告

し、承認を求めるものでございます。改正の主な内容といたしましては、前号の固定資

産税同様、現行制度の基本的な仕組みを平成２１年度から平成２３年度まで継続するも

のでございます。内容につきましては１２ページでございます。 

次に、１３ページをお願いいたします。議第４３号でございますが、これも前２号

と同じく地方税法の改正に伴い玉名市国民健康保険税条例につきまして、専決処分によ

り一部改正を行ないましたので、地方自治法の規定により議会に報告し、承認を求める

ものでございます。改正の主な内容でございますが、医療費の増加により負担が集中す

る中間所得者層への配慮などから地方税法が改正されましたもので、介護納付金にかか

る賦課限度額を現行の「９万円」を「１０万円」に改正するものでございます。 

次に、１７ページをお願いします。議第４４号玉名市長等の給与に関する条例の一

部を改正する条例についてでございますが、これは国家公務員に準じて本年６月に支給

いたします期末手当に関し特例措置を講ずるため、条例の整備を図るものでございま

す。内容でございますが、市長、副市長の期末手当の支給割合を「１.６月分」から

「１.４５月分」に引き下げるものでございます。 

次に、１８ページをお願いいたします。議第４５号玉名市一般職の職員の給与に関

する条例の一部を改正する条例についてでございますが、これも国家公務員に準じて本

年６月に支給いたします期末手当に関し特例措置を講ずるため、条例の整備を図るもの

でございます。内容といたしまして、職員の期末手当及び勤勉手当の支給割合の合計を

「２.１５月分」から「１.９５月分」に０.２月分引き下げるものでございます。 

以上、提案理由の御説明申し上げましたけれども、詳細につきましては各委員会で

御説明申し上げますので、御審議の上、原案どおり御承認賜りますようお願いを申し上

げます。 

○議長（小屋野幸隆君） 以上で、提案理由の説明は終わりました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第６ 議案の委員会付託 

○議長（小屋野幸隆君） 次に議案を付託いたします。議第４０号専決処分事項の承認



 －1 2－

について、専決第２号平成２０年度玉名市一般会計補正予算（第８号）から議第４５号

玉名市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてまでの、議案６

件については、お手元に配付しております議案付託表のとおりそれぞれの常任委員会に

付託いたします。 

 

議案付託表 

総務委員会 

議第４０号 専決処分事項の承認について 専決第２号 

平成２０年度玉名市一般会計補正予算（第８号） 

（総則・第１表歳入の部・第３表地方債補正 変更） 

議第４１号 専決処分事項の承認について 専決第３号 

玉名市税条例等の一部を改正する条例の制定について 

議第４２号 専決処分事項の承認について 専決第４号 

玉名市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について 

議第４３号 専決処分事項の承認について 専決第５号 

玉名市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

議第４４号 玉名市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

議第４５号 玉名市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 

産業経済委員会 

議第４０号 専決処分事項の承認について 専決第２号 

平成２０年度玉名市一般会計補正予算（第８号） 

（第２表繰越明許費補正 追加） 

 

○議長（小屋野幸隆君） 付託を決しましたので、各委員会におかれましては、直ちに

審査をお願いいたします。委員会審査のため、休憩いたします。 

午前１０時１９分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午前１１時５０分 開議 

○議長（小屋野幸隆君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第７ 委員長報告 
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○議長（小屋野幸隆君） 各委員会に付託してあります全議案を一括議題といたしま

す。審議の方法は各委員長の報告のあと、質疑・討論の後、採決いたします。各委員長

の報告を求めます。 

総務委員長 宮田知美君。 

［総務委員長 宮田知美君 登壇］ 

○総務委員長（宮田知美君） それでは、総務委員会に付託されました案件は議案６件

であります。審議の経過と結果について御報告申し上げます。 

まず、議第４０号専決処分事項の承認について、専決第２号平成２０年度玉名市一

般会計補正予算（第８号）中付託分についてであります。補正予算の専決処分について

は、地方譲与税、各種交付金及び市債の額の決定並びに法人市民税の減収見込などによ

り３月３１日に専決処分がなされたものです。第１表歳入歳出予算補正につきまして

は、歳入歳出総額の変更は行なわず、歳入科目内で調整を行なったものです。１款市税

は５,０００万円の減額、２款地方譲与税は３５９万４,０００円の減額、３款利子割交

付金は７９６万１,０００円の減額、４款配当割交付金は７８０万１,０００円の減額、

５款株式等譲渡所得割交付金は８７２万７,０００円の減額、６款地方消費税交付金は

３,２４０万６,０００円の減額、７款ゴルフ場利用税交付金は１０５万５,０００円の

減額、１９款繰越金は６,４４５万８,０００円の減額で、合計１億７,６００万２,００

０円の減額です。２１款市債は事業の実績により借入額が決定し、合計で２,４５０万

円の増額。１０款地方交付税は市債とそのほかの交付税等の調整で１億５,１５０万２,

０００円の増額。次に第３表地方債補正については各事業により、それぞれ変更を行な

ったもので、教育関連１件を含めて１５件あります。委員から法人市民税の減収の理由

とその事業所の法人所得の前年度と今年度の比較について質疑があり、執行部から減収

理由は大手事業所１社分であり、決算から見ると平成１９年度の税割りで１億円ぐらい

の増であった。それと今回の税額と比較すると約６０数％の減との説明がありました。

審査を終了し、採決の結果、議第４０号中付託分については、原案のとおり全員異議な

く承認すべきものと決しました。 

次に、議第４１号専決処分事項の承認について、専決第３号玉名市税条例等の一部

を改正する条例の制定についてです。これは昨年度末に地方税法の一部改正が行なわ

れ、これに伴い国の準則に基づき専決処分により玉名市税条例の一部改正を行なったも

ので、改正の主な内容は平成２１年分以後の所得税において、住宅借入金等特別税額控

除の適用がある者のうち、当該年分の所得税において控除しきれなかった残額があるも

のについて、翌年度の個人市民税の所得割額から最高５万８,５００円まで控除するも

ので全額国費で補てんされるものです。この改正は平成２１年４月１日から施行、平成

２２年度以降の年度分の個人市民税について適用するものです。また平成２１年度は３
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年に一度の固定資産価格の評価替えの年に当たり、固定資産税の負担調整措置として現

行制度の基本的な仕組みを平成２１年度から２３年度まで継続するものです。委員から

はこの適用を受けるためには改めて申請書の提出が必要かとの質疑に、執行部から２１

年度は提出してもらったが、はっきり決まっていないが、２２年度からは必要ないと思

うとの答弁でした。また、委員からこの条例の中には上場株式に対する株式配当の軽減

措置の延長も含まれているので賛成できないとの意見がでました。審査を終了し、採決

の結果、議第４１号については、賛成多数で原案のとおり承認すべきものと決しまし

た。 

議第４２号専決処分事項の承認について、専決第４号玉名市都市計画税条例の一部

改正についてですが、これも地方税法の一部改正に伴い改正したもので、主な内容は前

号の固定資産税同様、現行制度の基本的な仕組みを平成２１年度から平成２３年度まで

継続するもので、この改正は平成２１年４月１日から施行し、平成２１年度以降の年度

分の都市計画税について適用するものとの説明がありました。審査を終了し、採決の結

果、議第４２号については、原案のとおり全員異議なく承認すべきものと決しました。 

議第４３号専決処分事項の承認について、専決第５号玉名市国民健康保険税条例の

一部改正についてであります。これも地方税法の一部改正に伴い国の準則に基づいての

条例改正であり、改正内容は医療費の増加により負担が集中する中間所得層への配慮な

どから地方税法が改正されたもので、介護納付金にかかる賦課限度額を現行の「９万

円」を「１０万円」に改正するものです。委員から中間所得者層の上限について質疑が

あり、執行部から上限世帯は約４００世帯あり４００万円の予算を計上している旨の答

弁がありました。審査を終了し、採決の結果、議第４３号については、全員異議なく原

案のとおり承認すべきものと決しました。 

次に、議第４４号玉名市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例についてで

すが、これは国家公務員に準じて本年６月に支給する期末手当に関し特別措置を講ずる

ため、条例の整備を図るもので、内容は市長等の期末手当の支給割合を「１.６月分」

から「１.４５月分」に引き下げるものです。審査を終了し、採決の結果、議第４４号

については、原案のとおり全員異議なく承認すべきものと決しました。 

次に、議第４５号玉名市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につい

てですが、これも国家公務員に準じて本年６月に支給する期末手当及び勤勉手当に関し

特別措置を講ずるため、条例の整備を図るものです。内容として職員の期末手当及び勤

勉手当の支給割合の合計を「２.１５月分」から「１.９５月分」に引き下げるもので

す。委員から景気悪化が言われている中、職員に対するマイナス勧告はますます景気悪

化に拍車をかけることになると思うので賛成できないとの意見がありました。審査を終

了し、採決の結果、議第４５号については、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと
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決しました。 

以上をもちまして、総務委員会に付託されました案件の報告を終わります。 

○議長（小屋野幸隆君） 産業経済委員長 横手良弘君。 

［産業経済委員長 横手良弘君 登壇］ 

○産業経済委員長（横手良弘君） 今回、産業経済委員会に付託されました案件は、議

第４０号専決処分事項の承認について、専決第２号平成２０年度玉名市一般会計補正予

算（第８号）中付託分についてであります。その審査の経過と結果について御報告をい

たします。 

第２表繰越明許費補正の追加であります。７款商工費１項商工費の中心市街地活性

化事業として４,８００万円を追加するものであります。これは本年２月１６日に開催

されました臨時議会においてマルショク跡地の用地購入費として可決されたものであり

ます。平成２０年度の予算で用地費の支払いを行なう予定でありましたが、相手方との

交渉の結果、年度を越えての登記及び支払いとなったものであります。そのため契約日

が平成２１年３月３１日となり、所有権移転登記が年度明けの４月１日、その後の平成

２１年４月１５日に用地購入費として４,７２５万円を支払ったものであります。その

結果、平成２１年度に繰り越しとなったものです。委員からは面積を平方メートルから

坪に直してからの計算について質問があったほかに特に意見はなく、審査を終了し、採

決の結果、議第４０号については、原案のとおり全員異議なく可決するものと決しまし

た。 

以上で、産業経済委員会に付託されました案件の報告を終わります。 

○議長（小屋野幸隆君） 以上で、各委員長の報告は終わりました。 

ここで昼食のため、午後１時まで休憩いたします。 

午後 ０時０４分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 １時０３分 開議 

○議長（小屋野幸隆君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第８ 質疑・討論・採決 

○議長（小屋野幸隆君） ただいままでの各委員長の報告について、質疑はありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 質疑なしと認めます。 

次に討論に入ります。討論の通告があっておりますので、発言を許します。 

６番 前田正治君。 
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○６番（前田正治君） こんにちは。日本共産党の前田正治です。私は今議会に提案さ

れている議案の中で、議第４１号専決処分玉名市税条例等の一部を改正する条例の制定

について、議第４５号玉名市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の

制定について、以上の議案には反対をし、その理由を今から言います。 

市税条例について、住宅ローン減税で所得税から控除しきれなかった住宅ローン控

除額は個人住民税から控除できるようになり、庶民の家計を支える制度ができました。

ところが一方では上場株式などの配当譲渡益に対する軽減税率が延長される改正も含ま

れています。平成２１年１月１日から上場株式などの配当は１００万円以下部分、譲渡

益は５００万円以下部分のみを１０％の軽減税率とし、平成２２年１月１日からは２

０％の本則税率に戻すことになっておりました。ところが今回１０％の軽減税率を復活

させてさらに３年間も延長することになりました。私はこうした大資産家を優遇する税

制を継続することに反対をします。 

次に、一般職員の給与に関する条例制定についてであります。これは人事院の臨時

勧告により既に決定していた職員の夏期一時金を０.２カ月分減額するものでありま

す。民間は今大変だから公務員のボーナスも減らせ、こういうのはもっともらしく聞こ

えます。しかし公務員のボーナスが削減されれば、民間企業、中小企業の給料や賃金・

手当にも悪影響を及ぼし、ますます消費が抑えられ景気を冷やし、さらに賃金の低下に

つながる悪循環になります。今消費を促し、内需拡大による景気の回復が求められてい

ます。景気が一番、そのために批判が多かった定額給付金も強行されました。補正予算

も景気回復のためであります。景気、景気と言いながら既に決まっていた公務員の一時

金を削減することは景気回復に冷や水を掛ける何ものでもありません。したがいまし

て、私は玉名市職員の給与に関する条例改正について反対をします。 

以上です。 

○議長（小屋野幸隆君） ほかに討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 討論なしと認めます。 

これにて討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。 

議第４１号専決処分事項の承認について、専決第３号玉名市税条例等の一部を改正

する条例の制定については、異議がありますので、後に譲り採決いたします。 

議第４０号 専決処分事項の承認について 専決第２号 

平成２０年度玉名市一般会計補正予算（第８号） 

議第４２号 専決処分事項の承認について 専決第４号 

玉名市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について 
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議第４３号 専決処分事項の承認について 専決第５号 

玉名市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

以上、議案３件については、各委員長の報告のとおり決定することに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 御異議なしと認めます。よって、原案のとおり決定いたしま

した。 

議第４１号専決処分事項の承認について、専決第３号玉名市税条例等の一部を改正

する条例の制定については、異議がありますので、起立により採決いたします。 

議第４１号については、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 

［賛成者起立］ 

○議長（小屋野幸隆君） 起立多数であります。よって、議第４１号については原案の

とおり決定いたしました。 

議第４５号玉名市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついては、異議がありますので、後に譲り採決いたします。 

議第４４号玉名市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について

は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 御異議なしと認めます。よって、議第４４号については、原

案のとおり決定いたしました。 

議第４５号玉名市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついては、異議がありますので、起立により採決いたします。 

議第４５号については、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 

［賛成者起立］ 

○議長（小屋野幸隆君） 起立多数であります。よって、議第４５号については原案の

とおり決定いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第９ 議員提出議案上程（議員提出第３号） 

○議長（小屋野幸隆君） 次に、議員提出第３号玉名市議会議員の議員報酬、費用弁償

等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。お手元に配

付しております議案の朗読は、これを省略いたします。 

お諮りいたします。ただいま議題となっております議員提出第３号は議事の都合に
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より、提案理由の説明及び委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 御異議なしと認めます。よって、提案理由の説明及び委員会

付託を省略することに決定いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１０ 質疑・討論・採決 

○議長（小屋野幸隆君） 議員提出第３号について、質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 質疑なしと認めます。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 討論なしと認めます。 

 これより採決に入ります。議員提出第３号玉名市議会議員の議員報酬、費用弁償等に

関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 御異議なしと認めます。よって、議員提出第３号について

は、原案のとおり決定いたしました。 

 日程の追加についてお諮りいたします。議第４６号玉名市長等の給与の特例に関する

条例の制定についてを日程表のとおり日程に追加し、議題にいたしたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 御異議なしと認めます。よって、日程表のとおり日程に追加

し、議題とすることに決定いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１１ 追加議案上程（議第４６号） 

○議長（小屋野幸隆君） 議第４６号玉名市長等の給与に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題といたします。 

お手元に配布しております議案の朗読はこれを省略いたします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１２ 提案理由の説明 

○議長（小屋野幸隆君） ただいまの議案について提案理由の説明を求めます。 

 副市長 髙本信治君。 
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［副市長 髙本信治君 登壇］ 

○副市長（髙本信治君） 追加提案をいたしました条例の制定につきまして提案理由の

御説明を申し上げます。 

議第４６号玉名市長等の給与の特例に関する条例の制定についてでございますが、

これは職員の不祥事に伴い、市長の給料月額１００分の３５、３カ月、副市長の給料月

額１００分の２５、３カ月減額するため、条例を制定するものでございます。 

御審議をいただきまして、原案どおり御承認賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（小屋野幸隆君） 以上で、提案理由の説明は終わりました。 

ただいま議題となっております議第４６号は議事の都合により、委員会付託を省略

いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 御異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略すること

に決定いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１３ 質疑・討論・採決 

○議長（小屋野幸隆君） 議第４６号について、質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 質疑なしと認めます。 

次に討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 討論なしと認めます。 

 これより採決に入ります。議第４６号玉名市長等の給与に関する条例の一部を改正す

る条例の制定については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（小屋野幸隆君） 御異議なしと認めます。よって、議第４６号については、原

案のとおり決定いたしました。 

 以上で、臨時議会に付議されました事件は、すべて議了いたしました。 

ここで市長より発言の申し出があっておりますのでこれを許可いたします。 

 市長 島津勇典君。 

［市長 島津勇典君 登壇］ 

○市長（島津勇典君） 臨時議会ということで、招集を申し上げたところでございます

が、それぞれ御審議をいただき、提案いたしましたとおり御承認いただきましたことを

厚く御礼を申し上げます。 

冒頭のごあいさつでも申し上げましたが、今後もさらに緊張ある市政の運営に努め
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てまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。また６月に入りま

して２日、３日と全国市長会が行なわれます。これも冒頭のごあいさつで申し上げまし

たが、異常な事態になっております有明海のあのアナアオサの問題について、今時間の

調整等をこのときにもいたしておりますが、まずは熊本県庁の方にいろいろこれまでも

御協議してまいりましたが、さらにお願いをし、そしてあわせて中央の方にも農林省を

初めとして関係機関にお願いをしてまいるつもりでございます。いずれにいたしまして

も最善の努力を尽くして漁民の皆さんと一緒になって、その解決のために向かいたいと

思います。それが終わりますと６月５日からまた６月議会をお願いすることになりま

す。どうぞひとつ６月議会も目前に迫っておりますが、よろしくお願いをいたします。

その間、情報として流れておりますのは国会の方でもこの６月１２日には補正予算案が

事実上可決成立をする予定と伺っております。そういうことになりますと、この補正予

算案に対する対応を私どもは深めていかなくてはなりません。執行部あげて精いっぱい

努力をして、この補正予算案等が明日の玉名の発展あるいは夢につながるようにしっか

り対応してまいりたいと思っております。どうぞ議員各位におかれましても、いろんな

場面で御示唆をいただいて、６月議会そしてその後に来る補正予算案の成立、それに伴

う私どもの対応について御示唆いただき、お力をお貸しいただきますようにお願いをい

たします。 

いよいよ６月に入りますと梅雨の季節を迎えます。気候もいろいろと最近は変化が

多ございます。どうぞひとつ議員各位におかれましては、この梅雨のうっとおしい季節

を元気に乗り切っていただきますように御健勝を祈念をして臨時議会閉会に当たっての

ごあいさつにさせていただきます。 

本日はありがとうございました。 

○議長（小屋野幸隆君） これにて本会議を閉じ、平成２１年第３回玉名市議会臨時会

を閉会いたします。 

午後 １時２１分 閉会 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 
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